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告 示 

 

鳥取県告示第756号 

調理師法施行令（昭和33年政令第303号）第15条の２において準用する同令第２条の２第２項の規定に基づき、

次のとおり指定届出受理機関から名称を変更する旨の届出があったので、同条第３項の規定により告示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

 

変更前 変更後 変更年月日 

社団法人鳥取県調理師連合会 一般社団法人鳥取県調理師連合会 平成26年４月１日 

                                                    

 

鳥取県告示第757号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者から当該指定居宅

サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第78条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

有限会社大東

工業 

ファミリー・ケア

福祉用具部 

境港市財ノ木町

1060－３ 

平成26年10月

16日 

平成26年10月

31日 

福祉用具貸与 

                                                    

 

鳥取県告示第758号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定に基づき、指定介護予防サービス事業者から当

該指定介護予防サービスの事業を廃止する旨の届出があったので、同法第115条の10の規定により、次のとおり告

示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

事業者の名称

又は氏名 

指定に係る事業所

の名称 

指定に係る事業所

の所在地 
届出年月日 廃止年月日 サービスの種類 

有限会社大東

工業 

ファミリー・ケア

福祉用具部 

境港市財ノ木町

1060－３ 

平成26年10月

16日 

平成26年10月

31日 

介護予防福祉用具

貸与 

                                                    

 

鳥取県告示第759号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 
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  平成26年10月28日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

名 称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

公益社団法人

鳥取県聴覚障

害者協会 

米子市角盤町

一丁目116 

聴覚障害者就労継続

支援センターふくろ

う 

米子市義方町11－39 就労継続支援

Ｂ型 

平成26年10月

21日 

                                                    

 

鳥取県告示第760号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定に基づき、オオタカの森林産物の物品売払代金

の徴収の事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県西部総合事務所長 山 根 淳 史 

 

１ 委託の相手 

  株式会社米子木材市場 

２ 委託期間 

  平成26年10月15日から平成27年３月31日まで 

                                                    

 

鳥取県告示第761号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の規定に

基づき、指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第51条の規定により次のとおり告示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県東部福祉保健事務所長 前 嶋 成 樹 

 

名  称 
主たる事務所

の所在地 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の名称 

指定に係る障害福祉

サービス事業を行う

事業所の所在地 

障害福祉サー

ビスの種類 
指定年月日 

株式会社サン

企画 

鳥取市商栄町

192 

訪問介護アップル 鳥取市商栄町192 同行援護 平成26年10月

20日 

                                                    

 

鳥取県告示第762号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定に基づき、次のとおり湖東大浜土地改良区から役員が

退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第17項の規定により告示する。 

 

  平成26年10月28日 

鳥取県東部農林事務所長 中 村  均 
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 退任した役員の氏名及び住所 

理事長  船 越 友 敬  鳥取市湖山町西一丁目202 

理 事  安 藤   清  鳥取市賀露町南四丁目２－13 

〃   村 上 文 夫  鳥取市賀露町南一丁目３－24 

〃   浦 浜   彰  鳥取市賀露町南四丁目22－35 

〃   岸   安 志  鳥取市賀露町北四丁目13－８ 

〃   影 井 啓 利  鳥取市湖山町南一丁目215 

〃   本 庄 米 治  鳥取市湖山町北六丁目304 

〃   星 見 昭 蔵  鳥取市湖山町西二丁目347 

〃   山 根 昭 男  鳥取市伏野2453－３ 

〃     田 中 芳 夫    鳥取市伏野989 

〃   片 山 正 男  鳥取市三津388－３ 

〃   三 橋 保 文  鳥取市白兎601－１ 

監 事  麻 木 正 睦  鳥取市三津383 

 〃   山 根 一 美  鳥取市湖山町北一丁目362 

 〃   山 根 一 記  鳥取市賀露町南六丁目４－33 

 平成26年10月３日退任 

 

 就任した役員の氏名及び住所 

理事長  山 根 昭 男  鳥取市伏野2453－３ 

理 事  本 庄 米 治  鳥取市湖山町北六丁目304 

〃   片 山   博  鳥取市賀露町南一丁目５－14 

〃   村 上 文 夫  鳥取市賀露町南一丁目３－24 

〃   浦 浜   彰  鳥取市賀露町南四丁目22－35 

〃   浜 本 明 敏  鳥取市賀露町北四丁目７－32 

〃   影 井 啓 利  鳥取市湖山町南一丁目215 

〃   森 本   清  鳥取市湖山町西一丁目223 

〃    花 房   彰  鳥取市湖山町西三丁目583 

〃     田 中 雅 勝    鳥取市伏野94 

〃   竹 本 芳 宏  鳥取市伏野1117 

〃   田 中 慎 一  鳥取市三津374 

監 事  三ツ中 義 雄  鳥取市伏野34 

 〃   山 根 一 美  鳥取市湖山町北一丁目362 

 〃   山 根 一 記  鳥取市賀露町南六丁目４－33 

 平成26年10月４日就任 任期４年 

 

 

 


